令和８年度　昭島市剣道協会会員登録留意事項について
	
１　登録手続期間、及び振り込み期間（昭島市剣道協会）
　　令和７年４月１日～４月１５日

２　留意事項
(1) 重複登録にご注意ください。
・西東京剣連及び東剣連とも加盟他団体との重複登録はできません。
・東剣連への登録の場合、東京都高等学校体育連盟剣道専門部（以下「高体連」）及び東京都学生剣道クラブ（以下「学生クラブ」）と重複登録になった場合は、高体連及び学生クラブからの登録が優先になります。
（2）年度内の退会はできません。追加登録は可能です。
  (3) 西東京剣道連盟、東京都剣道連盟等の大会に出場をされる場合には、登録会員であることが条件になります。
　(4) 登録名簿フォーマットに必要事項を記入して申請してください。
登録料振り込み先は、登録内訳に記載の通りお願いします。

３　ご不明な点がありましたら、事務局までご連絡ください。
　　昭島市剣道協会事務局(千ヶ﨑)
　　　電　話　090-2915-9247
E-mail　aki.ken2019@gmail.com



